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臨時休業が延長されている小学校等が全国的に相当数生じていることを踏まえ、

教育実習の期間の弾力化（例えば小学校においては２週間とできること等）の考

え方をお知らせする通知です。 

 
２教教人第５号 
令和２年５月１日 

 
教 職 課 程 を 置 く 各 国 公 私 立 大 学 長 
教職課程を置く各指定教員養成機関の長 

各都道府県・指定都市教育委員会教育長 

各 都 道 府 県 知 事  殿 

附属学校を置く各国公立大学法人の長   

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長 
 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長 
柳 澤 好 治 

（公印省略） 
 

令和２年度における教育実習の実施期間の弾力化について（通知） 
 
 教職課程を置く各国公私立大学、各指定教員養成機関（以下「大学・専門学校等」という。）にお

かれては、新型コロナウイルス感染症対策について、「令和２年度における教育実習の実施に当たっ

ての留意事項について」（令和２年４月３日付け２教教人第１号教育人材政策課長通知）（以下「前回

通知」という。）等を踏まえ、令和２年度における教育実習の実施に向けた準備を進めていただいて

いることと存じます。 
また、各学校の設置者におかれては、「「令和２年度における教育実習の実施に当たっての留意事項」

の送付について」（令和２年４月３日付け事務連絡）等を踏まえ、大学・専門学校等と調整いただき、

教育実習生の受け入れの御準備を進めていただいておりますことに感謝申し上げます。 

 ４月 16 日に新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）に基づく「新型コロ

ナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改定が行われ、全都道府県が緊急事態措置の対象とされ

たことにより、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業が延長されている幼稚園、小学校、

中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校等（以下「小学校等」という。）

が全国的に相当数生じてきていることや、さらなる臨時休業の長期化に伴い、小学校等において秋以

降の教育実習生の受け入れも通常の実施期間では困難な状況になりうることも踏まえ、令和２年度

に行われる教育実習の実施期間の弾力化について、以下のとおり考え方をまとめましたのでお知ら

せします。 

大学・専門学校等におかれては、今回お示しした教育実習の実施期間の弾力化や前回通知に示す留

意事項等も踏まえつつ、教育実習生を受け入れる小学校等の状況に応じて必要な見直しや調整を行
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い、教育実習の円滑な実施に努めていただきますようお願いいたします。 
また、都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（大学及び高等専門学校を除く。以

下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の

学校に対して、国公立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法

（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課にお

かれては所轄の学校設置会社及び学校に対して周知するとともに、引き続き教育実習の重要性に鑑

み、その実施にご協力いただきますようお願いいたします。 
 

記 
 
１．本来、教育実習（事前・事後指導を除き、学校体験活動を含む。以下同じ。）はもっぱら小学校

等における実習の実施が想定されている科目であるが、令和２年度に限っては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を考慮し、教育実習の科目の総授業時間数のうち、３分の１を超えない範囲を

大学・専門学校等における授業により行うことは差し支えない。ただし、各大学・専門学校等に

おいて、変更前の小学校等における教育実習に相当する教育効果を有することが認められる場合

に限る。 
 

その際、教育実習の科目の総授業時間数のうち、３分の１を超えない範囲で行う授業についても、

教育実習の趣旨を満たすことができるよう、学校教育の実際を体験的、総合的に理解できるよう

な実習・演習等として実施すること等に努めることが強く期待される。 

 

２．小学校等における令和２年度の教育課程内での補充のための授業や教育課程に位置付けない補

習を支援する等の学習支援等のために配置される人材等としての活動は、各大学・専門学校等の

判断により、授業の目的と密接に関わる場合は、 

・学校体験活動 

・教育実習の科目の総授業時間数のうち、３分の１を超えない範囲で行う授業 

として位置付けることが可能である。 

 

３．また、特別支援学校教諭の教職課程における心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教

育実習（事前・事後指導を除き、学校体験活動を含む。）、養護教諭の教職課程における養護実習

（事前・事後指導を除き、学校体験活動を含む。）、栄養教諭の教職課程における栄養教育実習（事

前・事後指導を除く。）についても、１及び２について同様の取り扱いとする。 
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  例） ４単位の教育実習について、これまで小学校等での教育実習として４週間で実施していた

ものが、２週間で実施可能。 
 

○ １単位当たり 30 時間で授業時間数を設定する場合 

       ４単位×30 時間＝120 時間 ⇒ ３週間 

（120 時間÷８時間（１日当たり）＝15 日） 

     ※大学設置基準等において、１単位の授業科目は 45 時間の学修を必要とする内容をもっ

て構成することを標準とされていることを踏まえ、授業以外における事前学修・事後学

修が学生によって行われることが必要であることには留意。 

 

◎ １単位当たり 30 時間で授業時間数を設定し、総授業時間数のうち１／３を大学・専門

学校等での授業により行う場合 

４単位×30 時間 ＝ 120 時間 

120 時間÷ ３   ＝ 40 時間 ※大学・専門学校等での授業 

120 時間－40 時間 ＝ 80 時間 ⇒ ２週間 

（80時間÷８時間（１日当たり）＝10日） 

 
 
 
 

（本件担当） 
総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室 
教職課程認定係 
TEL  03-5253-4111 （内線 2451） 

E-mail kyo-men@mext.go.jp 


